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午前１０時００分開会 

 

○大久保中央図書館長 皆様、改めまして、

おはようございます。 

  ただいまから第３回足立区立図書館協議

会を開会させていただきます。 

  本日はお忙しいところ、またお寒い中お

越しいただきまして、ありがとうございま

す。 

  また、館内見学にもご協力いただきまし

て、重ねてお礼申し上げます。 

  改めまして、私は本協議会の事務局を務

めさせていただきます、足立区立中央図書

館長の大久保でございます。本日もどうぞ

よろしくお願いいたします。 

  また、僭越ではございますが、本日、事

務局として出席させていただいております

区の職員をご紹介いたします。 

  図書館サービスデザイン担当課長、河合

でございます。 

○河合課長 河合です。よろしくお願いいた

します。 

○大久保中央図書館長 そのほか、中央図書

館の職員も出席させていただいております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  以降、着座にて失礼いたします。 

  議事に入る前に４点ご案内いたします。 

  １点目です。 

  本協議会は、足立区立図書館条例及び足

立区立図書館協議会運営規則に基づき実施

いたします。 

  ２点目です。 

  本協議会は、足立区立図書館協議会運営

規則第５条に基づき、委員の半数以上の出

席により委員会が成立いたします。 

  本日は、大串議長、豊田委員、圷委員、

浅野委員、柳川委員、三浦委員、菊入委員

から残念ながらご欠席のご連絡を頂いてお

りますが、出席委員は過半数に達しており

ますので、委員会が成立していることをご

報告いたします。 

  ３点目です。 

  先ほど申し上げましたとおり、本日大串

議長がご欠席のため、足立区立図書館協議

会運営規則第３条第４項に基づき、議長の

職務は副議長に代理していただくこととし、

本日の進行は原田副議長にお願いしたいと

思います。 

  最後に、４点目です。 

  本協議会は、公開を原則としているため、

会議録をホームページ等で公開させていた

だきます。会議録作成や記録のため、事務

局にて録音及び撮影を行うことをご了承く

ださい。 

  なお、本日は傍聴人の方にお越しいただ

いておりますが、傍聴人の方は録音及び撮

影はできないこととなっておりますので、

ご了承いただけますと幸いです。 

  なお、議事に入りましたら、ご発言の際

には、最初にご自分のお名前をおっしゃっ

ていただいてからご発言をお願いいたしま

す。 

  ご案内は以上となります。 

  本日は令和７年度の最後の協議会となり、

館内のルール及びマナーの見直しに向けて、

最終的なまとめの議論をお願いしたいと考

えております。 

  ぜひ、本日も闊達なご議論を頂けますと

幸いです。 

  では、ここから議事の進行は副議長にお

願いしたいと思います。 

  原田副議長、よろしくお願いいたします。 

 

────────◇──────── 

 

○原田副議長 よろしくお願いいたします。 
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  それでは、進行のほうを代わらせていた

だきます。改めまして、本協議会の副議長

を務めさせていただきます原田でございま

す。 

  次第を拝見いたしますと、最初の１番が

議長挨拶となっておりますけれども、大串

議長に代わりまして一言ご挨拶申し上げた

いと思います。 

  本日は、先ほど事務局のほうからもお話

がございましたけれども、大串議長、また

豊田議員もそうですけれども、多くの方々

がご欠席ということで、最近は本当にコロ

ナも、またインフルエンザもはやっている

というような状況があると思います。 

  実は、私も大学の教員をしておりますけ

れども、本日夜からの授業に関して、今日

朝から４件、５件ですかね。インフルエン

ザで欠席しますという連絡が届いたという

状況にあります。本当にはやっているなと

いうのを実感するような、そういう状況で

もございます。 

  免疫を上げて何とか頑張らなきゃいけな

いなというふうに考えているところでもご

ざいます。また、先日というか、週末に京

都におりましたけれども、京都のほう、少

し人数が減っているのはそのせいなのか、

もしくは中国からの来訪が自粛されている

影響なのか分かりませんけれども、若干減

っているというような状況ではございまし

た。とはいうものの、紅葉の季節ですから

たくさんの人がいらっしゃるというような

状況がありまして、混雑ぶりは同じ程度か

なというふうに思っておりました。 

  その中で、実は何かよく分かりませんけ

れども、海外からいらっしゃった方々がラ

イブラリーがどうしたこうしたって、その

ライブラリー、別の意味かなと思ったんで

すけれども、本当にライブラリーを使って

というようなお話をされている方がいらっ

しゃるというような状況で、社会の中に図

書館というのが溶け込んでいる国々という

のを、そういう状況というのを垣間見るこ

とができたというのは面白かったなと思っ

ております。 

  足立区におきましても新たな図書館も建

ちますし、また本日ご検討いただく様々な

ルールの修正ですとか改正ですとか、そう

いうものを通じて、使いやすい環境という

のを皆様方と一緒に考えていきたいという

ふうに思っております。 

  この第３回の足立区立図書館協議会につ

きましては、答申をまとめるということに

間もなくなりますけれども、その答申をま

とめるに当たりまして、今回皆様方にお集

まりいただいての協議会というのは最後の

意見交換の場になるかなというふうに思っ

ております。ぜひ、活発にご議論いただき、

本日の意見を踏まえて答申を固めさせてい

ただければ幸いというふうに考えておりま

す。ぜひご協力のほど、何とぞよろしくお

願いいたします。 

 

────────◇──────── 

 

○原田副議長 それでは、早速始めさせてい

ただきたいと思います。 

  まず、次第の２番「前回議事録の確認」

というところから始めてみたいと思います。

事務局のほうから説明のほうをよろしくお

願いいたします。 

○大久保中央図書館長 副議長、ありがとう

ございます。中央図書館長の大久保でござ

います。私のほうから、前回の議事録の確

認をさせていただきたいと思います。 

  お手元に、資料２、議事録のほうをご用

意いただければと思います。Ａ４縦のホチ
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キス留めのものとなります。 

  先ほど副議長のほうからもお話しありま

したように、今回でルールですとかマナー

の見直しは最後の議論となりまして、多く

が前回のご意見を踏まえての議論となる見

込みです。ですので、議事録のご案内につ

きましては若干お時間を頂きまして、少し

丁寧にご説明をさせていただきたいと思い

ます。ご了承ください。 

  それでは、こちら議事録の９ページ、お

開きいただければと思います。 

  前回の第２回の協議会では、漫画の収集

とルール及びマナーの見直しについて皆様

から意見交換を頂きました。 

  まず、前半は漫画の収集に関する意見交

換でございます。 

  こちら９ページでございますけれども、

まず藤田委員のほうから、今回、漫画の収

集に当たっては、その他のストーリー漫画

という区分を今後の検討課題ということで

収集の対象外とさせていただくということ

で事務局としてご提案させていただきまし

たが、ここの部分も非常に重要なジャンル

であるので、もっと検討してほしいという

ご意見を頂いたところでございます。 

  それに対して、続きまして１０ページに

なりますけれども、原田副議長のほうから、

確かにこちらも重要なジャンルであって、

収集していくべきですけれども、今回、当

初５，０００冊を導入するに当たっては、

まずそこのジャンル以外のところを手始め

に始めて、それ以外のところは引き続き検

討していくということでいかがかというご

意見を頂いております。 

  それ以降、１２ページから１３ページ、

１４ページにかけて漫画の意見交換を続け

ていただきましたけれども、まずはその他

のストーリー漫画以外のところから始めさ

せていただいて、その他のストーリー漫画

についても令和９年度から検討を開始する

のではなくて、令和８年度中から検討を開

始して、なるべく早めに収集を開始してい

けるようにさせていただくということで議

長のほうに整理をしていただいた形となっ

ております。 

  漫画の収集については、前回の第２回の

協議会をもって一旦意見交換のほうは終了

とさせていただきまして、本日は漫画の収

集に関する意見交換のほうは行わない予定

となっております。 

  続きまして、後半部分の館内のルール及

びマナーの見直しに関する意見交換につい

てご紹介をさせていただきます。 

  ページを少し飛ばさせていただきまして、

１９ページから御覧ください。 

  こちら１９ページの最後の部分のほうに

なりますが、圷委員のほうから、中央図書

館のゾーニングをするに当たっては、ぜひ

現地を確認したいということでご意見を頂

きました。この後、豊田委員からも同じご

意見を頂きましたので、本日の館内ツアー

のほうを実施させていただいたというとこ

ろでございます。 

  続きまして、おめくりいただきまして２

０ページになります。 

  ここからは電源に関する議論のほうです

けれども、檜垣委員のほうから、電源の少

ない席については、みんなで公平に使える

ように時間制を設けてはいかがかというご

意見を頂いております。 

  その下、圷委員のほうからは、モバイル

バッテリーの導入の検討はいかがかという

ことでご意見を頂いております。 

  モバイルバッテリーについては、豊田委

員ですとかほかの方からも言及がございま

したが、こちらについては事務局のほうで
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今後どうしていくかというのを引き続き検

討させていただく形にしまして、本日の意

見交換の中ではモバイルバッテリーのほう

は一旦議論の対象外とさせていただければ

と思います。 

  その後、２１ページを御覧ください。 

  豊田委員のご意見でございますけれども、

今回電源の利用に当たって、利用の目的、

今までは調査等ということで限定していま

したが、その目的はもう不要ではないかと

いうご意見を頂いております。 

  その後、同じ２１ページで、原田副議長

からは、目的は不要であるということでい

いと思うけれども、例えばバッテリーの発

火リスクについて周知するですとか、決め

られた場所以外での利用は禁止するですと

か、一定のそういう利用ルールは必要では

ないかということでご意見を頂いておりま

す。 

  続きまして、２３ページを御覧ください。 

  ここからは撮影に関する意見交換となっ

ております。 

  まず、檜垣委員のほうから、場所を限定

してはいかがかということでご意見を頂い

ております。写りたくないという方もいる

ので、そういった方への配慮が必要ではな

いかというご意見であったかと認識してお

ります。 

  続きまして、２４ページになります。 

  こちら藤田委員からは、許可制にしては

いかがかというご意見を頂いております。 

  その後、原田副議長からは、一定のガイ

ドラインみたいなものを定めて、それ以外

は禁止するというような形で考えてはいか

がかということでご意見を頂きました。 

  続きまして、２５ページになります。２

５ページのちょうど後半部分ぐらいからで

すけれども、圷委員からは、ご自身でのお

仕事の経験を踏まえまして、基本的に公共

施設での撮影はＮＧにしたほうがいいので

はないかというご意見を頂いております。 

  このような形で、撮影については非常に

様々なご意見を頂きましたが、慎重に考え

るべきというようなご意見が多かったこと

も踏まえまして、大串議長のほうからは事

務局で一旦整理をしてほしいということで

ご意見を頂きまして、前回のご議論はそこ

で止まっているという形になります。 

  最後に、音に関する意見交換についてご

紹介をいたします。 

  ページのほうを飛ばしていただいて、２

７ページになります。 

  こちら髙橋委員からですけれども、お子

さんたちが利用しやすいように、午前中は

賑やかが許容されるような時間帯にしてほ

しいということでご意見を頂きました。 

  おめくりいただきまして２８ページにな

ります。 

  藤田委員のご意見でございますけれども、

地域図書館についても、子どものコーナー

ぐらいはにぎやかさを認めてほしいという

ことでご意見を頂いております。 

  最後になります。２９ページ、豊田委員

からのご意見ですけれども、先ほどもご紹

介いたしましたが、中央図書館は広さが十

分あるので、時間帯で分けなくても場所で

分けることができるので、そういった形で

検討することとして、次回見学時間を設け

てほしいということでご意見を頂いており

ます。 

  頂いた主なご意見は、以上となります。

前回も非常にたくさんのご意見を頂きまし

て、事務局としては今後の検討の参考とな

りました。 

  本日ご提案させていただく事務局案につ

きましても、基本的には皆様のご意見を踏
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まえて用意したつもりでおりますので、後

ほどご紹介させていただきますが、またこ

の事務局案に基づいて意見交換をしていた

だければと思います。 

  長くなりまして大変恐縮ですけれども、

ご説明は以上となります。 

○原田副議長 ありがとうございます。 

  それでは、前回の議事録につきまして、

ご意見、ご質問等ございましたらお願いい

たします。 

  今お話がございましたように、様々な形

で議論いただいた中で、事務局のほうで今

日案を出していただいたということでござ

いますので、こういう形で進めさせていた

だければと思っております。 

  本日議論いたしませんが、漫画につきま

しては、先週出ておりましたけれども、ま

ずはやろうというところで出発させていた

だいて、制限は設けない方向にいずれは向

かいたいというような希望はございますけ

れども、予算の関係その他もございますの

で、まず進めるというところを優先して動

きやすいところから動かしていただくとい

うような形でまとめていただくという形に

なるかと思います。 

  それでは、前回の議事録につきましての

質問というのはないということでございま

すので、次に進ませていただきたいと思い

ます。ありがとうございます。 

 

────────◇──────── 

 

○原田副議長 それでは、次に次第の３番に

なりますが、「事務局からの説明・質疑応

答」というところで「館内ルール・マナー

の見直しについて」ということが出ており

ます。これにつきまして、事務局のほうか

ら説明のほうをよろしくお願いいたします。 

○河合課長 図書館サービスデザイン担当課

の河合でございます。  

  では、私からは、館内のルールと、それ

からマナーの見直しについてご説明をいた

します。 

  前方のスライド御覧いただくか、お手元

の資料３を御覧いただきながらお聞きいた

だければと思います。 

  今回のルール・マナーの見直しについて

ご議論いただくに当たって、第１回、第２

回で整理をしました足立区立図書館の使命、

それから目指す姿、そして見直しに当たっ

ての基本的な向き合い方について再掲をい

たします。こちら前回の振り返りのための

お手元のメモということで、説明のほうは

省略をさせていただきます。 

  第２回までの議論を受けて、本日こちら

３項目について検討をしていきたいと考え

ております。音、それから写真や動画の撮

影、そして電源の利用です。 

  まず、音について、前回までの議論のほ

うを振り返っていきます。 

  １つ目、区立図書館の現状といたしまし

て、広さや間取りなどの環境要因によって、

１５館それぞれの差が結構大きいというこ

とで、まずは中央図書館での試行から検討

していくのがよいだろうと考えました。 

  そして、２つ目、手法としましては、８

月から９月にかけて実施をした館内アンケ

ート、それから第２回協議会での議論とも

に、ゾーニングでの対応がいいだろうとい

う声が多数でした。 

  ３つ目、同じく館内アンケート、第２回

協議会での議論からは、ニーズが高い利用

シーンとして、こちらの３つが整理をされ

ています。子どもにとっては、のびのびと

過ごしたい。親子では、おしゃべりしなが

ら本を探したい。中高生は、グループ学習
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がしたいというニーズです。 

  そこで、本日は中央図書館での音のゾー

ニングを行うとしたらと想定して、議論を

していきたいと思います。 

  事務局案として、Ａ、Ｂ、Ｃの３案を設

定してみました。 

  今ほど館内のツアーにて御覧、ご確認い

ただいたように、中央図書館の２階は、児

童エリア、ティーンズエリア、東側の３つ

に分けられます。 

  子どもたちがのびのびと過ごす、親子で

おしゃべりしながら本を探すというニーズ

の高い利用シーンを踏まえると、児童エリ

アはおしゃべりが許容される場所の第一候

補になると考えられます。現在でも、館内

のほかの場所に比べたら比較的にぎやかな

場所です。それでも、時には静かにすべき

という価値観との摩擦が生じることがあっ

て、図書館に行きづらい、早く借りて早く

帰ろうという気持ちになる方がいらっしゃ

います。それに対して、はっきりとここは

にぎやかオーケーなんですよというルール

を設定していくというのがＡ案になります。 

  マップで見てみましょう。赤色で囲まれ

ている１の児童エリアについて、にぎやか

オーケーとしていくのがＡ案です。 

  オレンジ色で囲まれている２番はティー

ンズのエリアです。中高生からも、グルー

プ学習がしたいというニーズが寄せられて

います。 

  青色で囲まれている３番は東側の大人の

エリアで、テスト前になると、中高生はテ

ィーンズエリアだけでなく、こちらのエリ

アでも勉強にいそしんでいます。 

  また、中高生に限らず、大人でも家族や

友人と会話しながら本を探したい人がいる

ことも考えられます。 

  そこで、にぎやかオーケーのエリアをど

こまで拡大するのかが本日の論点になりま

す。 

  一番ミニマムなのが１番の児童エリアの

みというＡ案です。次が、１番の児童エリ

アと２番のティーンズエリアをにぎやかオ

ーケーとしようというＢ案。３つ目が、東

側を含めた２階全部をにぎやかオーケーと

するＣ案です。この３案のうち、どの案で

試行していくのがよいか、ご議論をお願い

いたします。 

  次に、撮影について考えていきます。 

  前回までの振り返りです。 

  撮影の範囲としては、人物の撮影を含め

るかどうかについて「慎重に」という声が

多数でした。 

  また、撮影できる場所は「限定するのが

適切」という声が多数でした。 

  協議会で、ご不安の声、また地域図書館

から寄せられたトラブルに対する懸念など、

事務局が想定した以上に大きいものでした。

今年度の協議会は本日が最終日であること

を考えると、それらの課題を全て整理し、

令和８年度からルールの緩和を試行してい

くのは現実には難しいというふうな考えに

至りました。事務局から大串議長、原田副

議長に事前にご相談をさせていただいた結

果、ひとまず令和８年度からの試行は見送

らせていただきたいと考えております。 

  しかしながら、課題が整理でき、また今

後中央図書館のリニューアルが進むなど、

状況の変化次第でルールを緩和できる可能

性はあると考えておりますので、本日はそ

のような将来に向けた意見交換をさせてい

ただけますと幸いです。 

  意見交換に当たっては、論点、２つ設定

させていただきました。 

  まず、１つ目が場所についてです。撮影

の可能な場所を限定するのが適切であると
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いうご意見を頂きましたが、例えばニーズ

が高い場所に絞っていくというのはいかが

でしょうか。 

  ２つ目の論点は、範囲についてです。人

物の撮影を含めるかどうかについて、慎重

にという声を多く頂きました。そこで、プ

ライバシーへの配慮の有無に関わらず、他

者の写り込みは不可という形で整理をして

みました。その上で、人物が写らなければ

撮影可というＡ案と、自分と家族のみであ

れば撮影可というＢ案を整理してみました。 

  こちらについて意見交換をお願いいたし

ます。 

  ３つ目は、電源についてです。 

  前回までの議論の振り返りとして、３点

となります。 

  １つ目、目的の設定は不要。２つ目、人

気の高い席を多くの人が利用できるような

工夫が必要。３つ目、バッテリーの発火リ

スクを考慮する必要がある。 

  それを踏まえましての事務局案がこちら

になります。電源については、中央図書館

だけでなく、地域図書館を含めた区立図書

館全体でのルールの変更を想定して案を作

成いたしました。 

  まず、目的について、現在は要綱にて、

「調査等により情報機器類を使用する場合

に限り」という目的が設定されていますが、

この設定自体が必要ないだろうという考え

方です。私たちの日常生活は、スマートフ

ォンをはじめ、様々な電子機器なしに成り

立ちません。そんな時代において、図書館

内で過ごす時間においても、必要に応じて

電源を適宜使用するのはとても自然なこと

だと思われます。私たちがアクションプラ

ンで目指したのは、そういう図書館だった

のではないかという考え方です。 

  次に、多くの人が利用できるように、電

源のある席が混雑する館では、座席の指定

席制を導入して、公平な利用環境としてい

くということです。 

  最後に、最近話題となっているバッテリ

ー類の発火リスクのほうを考慮して、コン

セントの付近にマナーを掲示していきたい

ということになります。こちらは、現在ル

ールは設定していますが、今後はマナーと

して考えていくのが適切ではないかと考え

ております。 

  掲示する内容は２つ。１つ目は、バッテ

リーの発火リスクを考慮し、充電中の離席

は最小時間とすること。２つ目は、コンセ

ントの消費電力の許容範囲を超える機器の

接続はしないということです。 

  マナーの掲示のサンプルを用意してみま

した。こちらもあわせてご議論いただけれ

ばと思います。 

  今後のスケジュールです。本日は今年度

最後の協議会となります。本日のご議論を

基に事務局案を修正していただき、来年の

１月または２月に議長から中央図書館長へ

答申していただく流れを想定しております。

そして、来年度になりましたら、館内ルー

ル・マナーについては、音のゾーニングの

試行と、並びに電源に関するルール改定と

マナー掲示を行いたいと考えております。

また、第２回までにご議論いただいた漫画

の収集についても開始していきたいと考え

ております。 

  私からの説明は以上になります。 

○原田副議長 ありがとうございました。 

  ということで、事務局から館内ルール・

マナーの見直しについてご説明いただきま

した。 

  それでは、このルール・マナーの見直し

につきまして、まず音の点から、３ページ

目、５番ですか、音というのがございます
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けれども、その次のページも含めた音につ

いてのご意見、ご質問というものを頂きた

いというふうに思っております。 

  事務局のほうから、中央図書館２階を音

環境としてしゃべってもよいエリアとする。

そして、それに関して、Ａ案からＣ案まで

の３案があるという提示がございました。

いかがでございましょう。本日実際に見て

いただいたことも含めまして、皆さんのお

考えを教えていただければ幸いでございま

す。よろしくお願いいたします。 

  Ａ、Ｂ、Ｃ、３つあって、Ａ案というの

は児童エリアですよね。児童エリアに関し

ては普段から割とにぎやかにされていると

いう状況もありますし、また実際に子ども

に「静かに」というのをずっと言い続ける

のは大変なお話でもあり、さらにはその場

所について、実際子どもと話をしながら選

ぶということは自然なお話でもございます

ので、各Ａ、Ｂ、Ｃ案ともに児童エリアに

ついては丸としたいというお話でございま

すけれども、これは特に反対意見というの

はないということでよろしゅうございます

でしょうか。 

  そうなりますと、今度はティーンズエリ

アと東側をどうするかというお話が残るこ

とになりますけれども、ティーンズエリア

を児童エリアと一体として使うというのが

適切なのか、それとも、ティーンズエリア

はそれなりに大人も使うものもあるし、児

童エリアと分けることも可能だというよう

な形で見るのかというあたりで変わってく

るのかなというふうに思いますが、御覧に

なった感想はいかがでございましょう、各

委員。 

○小林委員 小林です。 

  私はＣ案でいいんじゃないかと思ってい

るんですけれども、これはあくまで試行で

すよね。試行というか実験的に。実験的に

やるんだったら全部やってみたほうがいい

んじゃないかなというのがまず第一にあり

ます。 

  あと図書館側の考え方として、子どもの

児童エリアとティーンズエリアというのは、

例えば先ほど課長の想定するイメージとか

もあったと思うんですけれども、親子で会

話をしながら本を選ぶとかグループ学習だ

とか。でも、東側の小説、芸術、文学、そう

いうエリアを、読書、本を選ぶだけを考え

ているのか、もうちょっと学習っぽくする

人たちに焦点を置いているのかにもよると

は思うんですけれども、そのあたり、どん

なふうにしたい場所なのかというのが分か

ると音に関するゾーニング案も、音をオー

ケーにしたほうがいいのかＮＧにしたほう

がいいのかというのももっと解像度が上が

るかなと思いました。 

  僕は、どうあれ音をオーケーにしたほう

がいいとは思いますけれども、皆さんの考

え方としては読むのか勉強するのか、あと

選ぶのかによっても変わるのかなと思った

ところです。 

○原田副議長 ありがとうございます。 

  今、非常に鋭い視点ではあったというふ

うに思いますが、図書館のほうから、図書

館がどう考えていらっしゃるか、まずはお

伺いするのがいいかなと思います。河合課

長、その辺をお願いします。 

○河合課長 河合です。ありがとうございま

す。 

  まさに図書館をどうしていくのかという

考え方なんですが、閲覧席を利用していく

というときにも、静かに利用したい方と、

それからおしゃべりをしながら利用したい

方の両方が考えられるというのがまず閲覧

席利用のほうとしてあります。 
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  それから、本を選んでいくというときに

も、一人で黙々と選ぶというケースと、そ

れから誰かと話ながら、「あ、この本よか

ったよ」とか「あ、こんな本あるんだ」と

かいうような会話をしながら探していくと

いうケース、または図書館員と会話しなが

ら、「探している情報としてはこの本に出

ていますよ」みたいな会話をしながら探し

ていくということもあると思うので、どち

らのケースも音が出る出ない両方があるも

のかなと思っております。 

  一方で、図書館の資料に関しては、比較

的一人で静かに探すケースが多いタイプの

資料と、誰かと会話をしながら探していく

ことが多いタイプの資料というものがある

かと思いますので、そのあたりは、今の図

書館の館内の本の配置というのは、全体が

静かに過ごす図書館を想定した造りの配置

になっていますが、今後新しい考え方で音

に関するゾーニングを分けていったときに、

本の資料の配架にもまた変更や改良が出て

くるのではないかなというふうに考えてお

ります。 

○原田副議長 ありがとうございます。 

  小林委員、よろしいですか。 

○小林委員 どんな資料でもコミュニケーシ

ョンするということが僕は大事なのかなと

は思ったりするので、今のお話を聞けてよ

かったですし、改めて音をオーケーにした

ほうがいいかなと思います。 

○原田副議長 ありがとうございます。 

  ほかの方々、いかがでございましょう。

どうぞ。 

○塚本委員 塚本です。 

  僕、前回スピード早退してしまったので

前回の流れが余り分からないんですけれど

も、この３つ、音と撮影とモバイルバッテ

リーとか、全部思ったのが、いろいろ僕視

点はあったとしても、やってみなきゃ分か

んないかなというのが一つあって。なので、

小林委員と同じで、まず全部やってみるの

がいいんじゃないかなと僕も思っています。 

  やるに当たって、例えばせっかく掲示物

がいろいろ貼れる場所があるので、掲示と

して今トライアル期間というかキャンペー

ン期間みたいな形で、例えばいつからいつ

まではここは音ありスペースにしています

みたいなことを打ち出しつつ、それに対し

て、まずそこで認知していただきつつ、そ

れを体験している利用者の方にアンケート

ボックスなり何か用意して、意見を聞く。

やっぱりうるさくて集中できないんだけれ

どもとか、すごいコミュニケーションがで

きて楽しく、また来たくなったとか、そう

いう意見を聞いて、このＡ、Ｂ、Ｃ案を体

験者の声を基にまた検討していくのもあり

なんじゃないかなと思いました。 

  撮影とかのＡ案だったり、モバ充とかも

やってみなきゃ分からないのかなと。もち

ろん図書館の方針に沿った上でなんですけ

れども、やってみなきゃというのと、どう

せやるなら掲示物ができるのを活用しつつ、

声も集める、収集するというのがいいんじ

ゃないかなと思いました。 

  以上です。 

○原田副議長 ありがとうございます。 

  小林委員、塚本委員ともにおっしゃって

くださったように、そうなんですよね、や

ってみないと分からないお話なので、やっ

てみるというのは非常に重要ですし、確定

とするよりは、まずやってみて、その後ど

うするかもう一回検討というのが非常によ

いかなというふうに思うんですが。その場

合に、Ｃ、Ｂ、Ａと言ったら変ですけれど

も、広げるほうがよいのか、それとも狭め

るほうがよいのかというのがよく分からな
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くて。つまり、全部やってみてから、場合

によっては縮めますのほうが何となくでき

そうですよね。逆に、なので広げていきま

しょうよりも、最初こうやっておいて、こ

こに関してはやめましょうのほうがどちら

かというと意見としては出しやすい形です

よね、やっぱり。一人で言って一人で納得

してしまって申し訳ないんですが、広げて

いったほうがよいという考え方もあります

でしょうか。つまり、Ａだけやってみて、

Ｂ、Ｃに将来よかったら展開していくお話

の実験のやり方と、それともＡ、Ｂ、Ｃ全

部広げてみた後で、Ａについてはやめまし

ょうみたいな話が出たときにはやめましょ

うとするのがよいのかという話なんですけ

れども、そのあたりはいかがでしょう。 

○檜垣委員 すみません、檜垣です。 

  今、お話を伺っていたのがまさになんで

すけれども、一回Ｃをやってみて、Ｃを例

えば１か月やってみて、次Ｂを１か月やっ

てみて、Ａを１か月やってみての結果、皆

さんにアンケートを書いていただいてどう

でしたというのもありなのかなというふう

に思いました。 

  あと今見学をさせていただいて、１階と

３階はＡ、Ｂ、Ｃの案それぞれどっちもバ

ツがついている内容なわけなんですけれど

も、静かなところがいいという選択をされ

た方は、１階と３階にちゃんと逃げられる

という言い方は余りよくないんですけれど

も、静かに資料を持ってきて読みたい、勉

強したいという人が１階、３階に行けると

いう静かゾーンがあるのであれば、にぎや

かとはいっても多分そんなぎゃあぎゃあ騒

ぐようなことにはきっとならないと思いま

す。本屋さんとか見ていても、お店のＢＧ

Ｍとか鳴っていても本屋さん割と静かなイ

メージがありますので、あのぐらいの感じ

になるのであればいいのではないのかなと

思いました。 

  以上です。 

○原田副議長 ありがとうございます。 

  今、小林委員も。 

○小林委員 さっきのと重複しちゃうかもし

れないんですけれども、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案

とするときの、やっぱりそれぞれの目的が

明確になった上での社会実験感が出るとい

いなとは思いました。私も、室内ではなく

て、いわゆる外とか公共の空いているスペ

ースみたいなところを社会実験としてやる

ことが多いんですが、そこをどんなふうに

使いたいのかみたいなことを、公共だから

いろんな人がいるだろうという想定の下で

実験するのもいいんですけれども。もうち

ょっと明確な目的をユーザーにちゃんと伝

えながら、いわゆる社会実験というよりは

実証実験みたいな、そういったほうが、機

動的な考え方ですけれども。……よく分か

っていい。私はどちらかというとそちらの

考え方で、図書館側が意見を入れながら実

験をしていくほうがいいんじゃないかなと

思ったので。だから、それであれば小さく

から始めてもいいし、大きくからどんどん

小さくしていく、どちらでもいけるんじゃ

ないかなというふうに思います。 

○原田副議長 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

  ほかの方、どうでしょう。 

○髙橋委員 読み語りボランティアの髙橋と

申します。 

  私も基本的に全部でテストするというの

は賛成なんですが、音ということを考えた

ときに、音はいわゆる声ですよね。声を発

する本人たちはうるさいって感覚はないと

思うんです。ただ、それを聞いた第三者が、

あの子たちうるさいなとかというふうに、
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迷惑だと思っているところで音の問題って

発生すると思うんです。そうすると、１の

児童エリアと、それからティーンズエリア

は、これはもう声や走るバタバタ、児童エ

リアだと鳴き声、笑い声、パタパタ走る足

音というのは絶対に出ます。ティーンズエ

リアも、１０代の子たちが自由に座って本

をやったりする子らが多いので、そこでち

ょっとおしゃべりが楽しくなって声が大き

くなったり笑い声なんていうのも出てくる

と思うんですね。ですから、ここは絶対に

許容をしなければいけない範囲だと思いま

して。あと一番東側のところは、通常、先

ほどもほかの方もおっしゃいましたけれど

も、本屋さんでも、ずっといろんな図書館

を見ても、友達同士で来たり個人で来たり

しても、そんなに大声で話す人って、私は

まだ見聞きしたことがないんです。いわゆ

る常識的な範囲で、「この本面白かったよ」

「ああ、そう」みたいなのはあるし。なの

で静かにというのはやらなくても、おのず

と置いてある本とかの種類によって、やは

りそんなに大きく盛り上がるような話題に

はならないと思うんです。 

  でも、一応、取りあえず全部やってみて、

やってみた上で、３の東側も全然オーケー

ですよと言ったけれども、ずっと静かさが

保たれているというのであればそれはそれ

でいいと思います。 

  ただ、やっぱり児童エリアとティーンズ

エリアに関しては年代的なこともあるので、

やっぱり楽しく来てもらいたいということ

を考えると、やはりそれは絶対、許容範囲

にすべきだと思います。 

○原田副議長 ありがとうございます。 

  そうですね、児童エリアとティーンズエ

リア、そんなにきちんと分けられないとこ

ろがありますので、先ほど檜垣委員がおっ

しゃったような話で言うと、実際に２つに

やるとしたら、Ａ、Ｂと、それからＡ、Ｂ、

Ｃ、その２つぐらいがいいかもしれません

ね。場合によっては、ＡとＢとＣではなく

て、ＡＢのパターンとＡＢＣ全部のパター

ンと、その２つをやるというのはいいかも

しれないし、場合によっては全部やってし

まっても、今髙橋委員がおっしゃったよう

にそんなに変わらないならＡ、Ｂ、Ｃ全部

やってしまって、それでその上でというの

も考えられるかもしれません。その辺の２

パターンくらい考えられるのかなと思いな

がら聞いておりましたが、藤田委員、お願

いします。 

○藤田委員 藤田です。 

皆さんのお話を伺い、私も同じように思

っています。児童エリアとティーンズエリ

アはオーケーにしてあげたほうがいいと思

うし、東側は離れているので分けやすいと

思います。ここをオーケーにしても、髙橋

委員さんがおっしゃるように、大声を出す

ようなことはないと思います。半年間とか

試しにやってみて、「こちらもうるさくて

困ります。」ということがあれば、また考

えても良いかと思います。 

  この東側をご利用になる方でうるさいと

思われる方は、１階と３階が静かなコーナ

ーですから、そちらを利用されるかと思い

ます。どうしても気になる方はしばらくの

間1階、３階に避難していただくということ

で、実施してみたらどうでしょうか。 

○原田副議長 ありがとうございます。 

○芦川委員 私もＣ案に賛成です。芦川です。

取りあえずやってみて、クレームがあった

りとか、ここはこういうふうにしたほうが

いいんじゃないかというのが出てくれば、

それで修正していくという形がいいのかな

と思っています。ここがよかったからこっ
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ちも増やそう、あっちも増やそうでは大変

なので、削っていくほうがやっていく側も

意外といいほうになると思いますし、ある

程度の……を持った、さっき小林委員がお

っしゃったように、実験をしたほうがいい

んじゃないかと、私も同意見です。 

○原田副議長 ありがとうございます。 

  皆様、ほぼ同じようなお話を伺ったかな

というふうに思っておりまして、大串議長

も含めて後ほどまた最終的には相談させて

いただくこともあるんだと思いますけれど

も。今出た意見その他をまとめますと、基

本的にこれはゾーニングの試行であるとい

うことがまず大前提で、試行した上でお話

を伺う。その際に、小林委員がおっしゃっ

てくださったように、図書館からこういう

使い方を想定していているんだというお話

に関してはきちんと提示をするというよう

なことが、またはそういうものについて実

験であるという場合にはきちんと伝えると

いうことは重要であるということはもちろ

んであるということ。 

  さらには、Ａ、Ｂ、Ｃから始めてみて、

場合によってはＢ、Ｃに短くしたものもや

るかもしれませんし、藤田委員と髙橋委員

もおっしゃってくださったように、東側エ

リアがほとんど変わらないというようなこ

ともあるんだとするならば、取りあえずＡ、

Ｂ、Ｃで始めてみて、そしてご意見を伺っ

た上で小さくしたＢ、Ｃについてもやって

みるかどうかはそれから検討する。 

  さらには、１階、３階に逃げていくとい

う表現がありましたけれども、行くことが

できるんだということに関しての掲示とい

うのをきちんとしていただくというお話が

あるかなと。 

  さらに、もう一つは、やっぱりこれ試行

するというお話なので、単にご意見を伺う

ということもあるんですけれども、ご意見

を伺うだけではなくて、ぜひきちんとご意

見が伺えるように設定する。つまり、いら

っしゃった方に無差別に答えていただく方

だけ答えていただくではなくて、きちんと

少数意見も拾えるように、もしくは多くの

方の意見が拾えるように、モニターを指定

するということまでするかどうか分かりま

せんけれども、何らかの工夫をしなきゃい

けないというようなことがあるのかなとい

うふうに思って聞いておりました。 

  以上のような形で、この場のほうの意見

としてまとめさせていただき、また最終的

な案の前に議長等とも相談をした上で皆様

方にまたメール等になるかもしれませんが、

お伺いするというような形でまとめさせて

いただいてよろしゅうございますでしょう

か。 

  どうぞ。 

○小林委員 すみません、一言だけ。小林で

す。 

  先ほどのちょっとお話を聞いていて思っ

たのが、東エリアはうるさくないんじゃな

いかなという考え方はもちろんそのとおり

でいいんですけれども、私としては、うる

さいという表現はちょっと今回適当ではな

いとは思ってはいるんですが。そもそも１

階と３階に行ってくださいという前提があ

った上で、コミュニケーションを誘発する

ために普通に声を出すんだよということを

言わないと、僕は意味がないと思っている。

だから、あっちうるさくならないんじゃな

いかなというのを試す実験では意味がない

ので。なので、そこはちょっと逆に図書館

側の方たちがどんなふうに考えているのか

を明確にする必要があるなと思います。 

○原田副議長 ありがとうございます。大変

失礼いたしました。そのとおりですね。実
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際問題として、きちんと声を出していろい

ろと活動していただくということを想定し

ているというのが伝わらないと、確かに静

かにするのを前提に、静かになるかならな

いかの確認では意味がないというのはその

とおりだと思います。すみません。そのあ

たりも含めて検討させていただければと思

います。ありがとうございます。 

  今出ているお話というのは今ぐらいのお

話が出ていたというところで、取りあえず

次のテーマに移らせていただきたいという

ふうに思います。ありがとうございます。 

  続きまして、写真や動画の撮影に関して

という意見交換でございます。 

  前回までの振り返りのところで書いてあ

りますように、「慎重に」という意見が多

かったということもありまして、大串議長

と私と図書館との間で、あわせて事前にち

ょっと相談を受けまして、令和８年度から

の試行は見送りたいということでお話を伺

っております。 

  もちろん、令和８年度からというのはち

ょっと拙速に過ぎるというお話は分かりま

すので、そちらのほうは今回、８年度から

の試行は見送るということで、私と大串議

長のほうも賛成したという状況ではござい

ますけれども。実際の図書館の方針として、

できるだけ様々な形での活動をしていただ

きたいというような、そういう活動がある

のであるならば、一概に禁止という形をず

っと続けるのではなくて、どのようにすれ

ば撮影が可能になるのかというような観点

からも検討を進めておいて、そしてそれら

の状況が整う、もしくはどういう形で行う

かについて掲示やまたはマナーですとかル

ールですとか、様々なものを工夫すること

によって活動というものが活発になってい

く可能性があるのであるならば、それにつ

いて検討しておいて、そして将来的に中央

図書館での撮影、これに関するルールが緩

和できるというようなことがあるとしたら

どうすべきかという点だけは議論しておき

たい。また、それに向けて問題点等も確認

しておきたいというふうに考えております。 

  そのことにつきまして、今回の議論とい

うことについて入れていただいたというこ

とでございます。 

  まず、大前提として、慎重に限定するの

が適切であるという、こういうことがあっ

たということは理解しておりまして、そし

て令和８年度からの試行は見送るというこ

とがまずあるということがあった上でのお

話でございますけれども、撮影可能な場所

ですとか範囲ですとか、そういうものに関

して、どのような形であれば可能性が高ま

っていくのか、もしくはどのような形でも

不可能なのかということも含めて、実際に

議論していただければありがたいなという

ふうに思っております。 

  もう一つは、ここに直接的な論点として

挙がってはおりませんけれども、そもそも

撮影というものを介して様々なコミュニケ

ーションというのが深まっていったり、ま

たは近年時々出てきますけれども、書店な

どで「こんな本を読んでいますよ」みたい

な、書店というか、自分の本を見せながら

「こんな本を読んでいますよ」みたいなも

のを上げているような投稿があってみたり、

またはこんな形で動いていますよというよ

うな形で、本を読んでいるところのシーン

ですとかそういうものを掲載するというよ

うな、そういうＳＮＳ上の投稿なんかもあ

るということを考えれば、図書館において

もそのような場所の提供というのはあって

も悪くないのかなというふうに考えている

という、そういうことでございますけれど
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も、それが妥当なのかどうか。またはそう

いうものについてはやはり図書館は関与す

べきではないという考えがあるのかどうか

といったあたりも、そもそも論も含めてご

意見を頂ければというふうに思っておりま

す。 

  やらないと決めてからのお話という表現

になっておりますので、ちょっと言いにく

いお話もあるかもしれませんけれども、取

りあえず令和８年度からは試行は見送ると

いうことで、中長期的にどのような形でと

いうような、そういう観点からのお話でご

ざいますので、ぜひ、今すぐできないまで

もというところでお話しいただければ幸い

でございます。 

  歯切れの悪い説明でございますけれども、

ぜひご意見のほうを頂ければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

  いかがでございましょう。撮影可能な場

所、それから撮影可能な範囲。何となく偶

発的なものがちょっと心配ではあるんです

けれども、自分自身と家族ですとか、友人

が入るか入らないかとなったらなかなか難

しいですけれども、少なくとも同じグルー

プに属していて許可が取れている人々の間

ならばオーケーというような気が私はして

いるんですが、偶発的なお話がちょっと心

配だというのは理解できないわけではなく、

そのあたりについての懸念とご意見を頂け

ればと思いますが、いかがでございましょ

う。どうぞ。 

○檜垣委員 檜垣です。 

  前回から今回までの間に、自分でイベン

トに何か所か主催だったり担当だったりで

行って、そのイベントを撮影してくださる

方が複数いらっしゃるというケースに遭遇

してきたんですけれども、人によって大分

写真を撮るということに関しての認識が違

うんだなという感覚を受けました。 

  イベントスタッフさんをやり慣れている

方から、「今回のイベントの写真を撮った

ので送らせていただきますね」って、「で

きるだけ後ろ姿になるように注意して写真

は撮りました」と言って送られてきた写真

の半分以上に顔が写っているのですね。こ

ういう感じなのかなというのが正直なとこ

ろだったり、音楽系のイベントだったこと

もあり、動画も何本か混じっていたんです

けれども、音楽のものに関してだと、著作

権、それはどうなのかなとちょっと考えて

しまったりした部分も正直ありました。 

  逆に、もうお一方送ってくださった方は、

写真オーケーかというふうにいろんな人に

確認をしてくれた上で、オーケーだよと言

ってくださった方、インスタとかＳＮＳ関

係に載っちゃっても大丈夫という確認をし

てくれた上で写真を撮って送ってくださっ

た方のものは皆さんいい笑顔で写っていて、

いかにも楽しそうで、みんなオーケーが取

れている、確認ができているものだったの

で、じゃあ使わせてもらっちゃおうかなと

いうふうにも思えたという部分もあり。今

回までの間に自分自身もちょっと認識が変

わるというか、結構常識の範囲でというの

は危険だなというか、常識の範囲の常識の

レベルがこんなにも違うものなんだという

のをすごい認識させられた感じはあります。 

  なので、「慎重に」ということで今回お

話が出ておりますけれども、多分想定以上

に皆さんの認識のばらつきというのは結構

すごいんじゃないかなというのを体感しま

したという、すみません、体験談で申し訳

ありませんが。 

○原田副議長 いえいえ、ありがとうござい

ます。 

  そうですね。確かに常識は随分違うかも
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しれませんね。ありがとうございます。 

  どうぞ。 

○小林委員 すみません、常識が違う側とし

て、小林です。 

  私、先ほどすごいばんばん撮っていたん

ですよ、館内視察したとき。ただ、それは

人は撮っていないです。今回、あくまであ

そこにキャプチャーレールがあるかどうか

とか、あそこの壁にどんなふうな貼り方を

しているのかという、いわゆる施設管理的

な視点で撮ってきたという感じです。だか

ら、ふだんから別にそれをどこでもやって

いるわけではないですけれども、今回に関

してはそういう意図でやっていました。 

  何でこの話を言ったかというと、私も足

立区のほうで施設を運営しておりますので、

基本的にはそのときは今おっしゃったよう

に、もうイベントを毎日やっているような

場所ですので、必ずスタッフなり外部カメ

ラマンがいるときは確認をして、撮ってい

いかどうかを最初と最後に必ず確認した上

でやって、投稿する前にも聞いていない人

にはわざわざＤＭで確認するみたいなこと

までやっているので、施設としてはそこの

管理の徹底はしています。 

  ただ、そういった図書館とかの日常利用

みたいなときに常識の範囲という話だと、

今おっしゃったような常識が違うとか、常

識というよりは目的が違う。私のように施

設管理とかあとは視察対応みたいなことを

するときにどんなふうに伝えるのかという、

目的にもよるじゃないですか。多分建築系

の視点のツアーだったり、人文的な人たち

だったら、あと本屋さんの人だったら本の

並べ方とか、コミュニティー関係だったら

違う視点とかと。だから、その辺はもしか

したら常識だけじゃなくて職能とか目的と

か、視察内容によって変わるのかなという

ふうに思ったので、そのあたりをどうやっ

て口頭で伝えるのかはすごく難しいので、

確かにもうちょい議論がかかりそうだなと

は思いました。 

○原田副議長 ありがとうございます。 

  そうなんですよね。実際、私も写真を撮

るときにはほとんどサインを撮りたくて撮

るんですけれども、サインとあと機器を撮

りたくて撮るもんですから人は撮らないん

ですけれども、その場合でも断られること

も結構あって、これぐらい撮らせてくれよ

と思うこともあったりしますけれども。こ

のあたりのどこまで撮るのかというのは難

しいかもしれません。さっきおっしゃった

目的というのは確かにそのとおりですね。 

  檜垣委員、何か。 

○檜垣委員 檜垣です。 

  今度、小林さんのところで私もイベント

一個お世話になるんですけれども、もうす

ごい丁寧に確認してくれるスタッフさんぞ

ろいなので、使わせていただく会場が変わ

るとこんなにも違うのかという。それぞれ

の運営会社さんの多分何か中でコンプライ

アンス的なものがあるんだと思うんですけ

れども、大分フリーだなというところとす

ごく徹底して確認してくださるというとこ

ろとある中で、やっぱりご家族とかせいぜ

い一緒に来たお友達内ぐらいはまあ許容範

囲なのかなという気もしますが。全面的に

となると難しかったり、例えば視察の関係

であればもちろん必要な写真は撮っていか

ないといけないのでというところももちろ

んだとは思うんですけれども、もうフリー

で、「はい、今日からどうぞ」というのは

結構きついのかなという、正直そう思いま

した。 

○原田副議長 そうですね。ありがとうござ

います。 
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  ほかはいかがでしょう。どうぞ。 

○髙橋委員 髙橋です。 

  私、いろんなところでお話し会をさせて

いただいているんですけれども、記録とし

て撮らせていただきたいということで、図

書館の職員さんたちは記録として撮るとき

は、必ず来てくださるお母さんたちには事

前に了解を得たりするんですね。 

  ただ、前回で……が駐輪場のトラブルを、

自分の自転車をどこで駐輪したか忘れない

ように写真を撮ったら、カシャッて音に反

応して、自分の写真を撮ったろうと言って、

それがトラブルになっちゃって、下のほう

まで呼び出されてとかというのがすごい私

としては残っていて、やっぱり撮る側は気

楽でも、撮られた側はやっぱりカチンとく

る人もいるんじゃないのか。カシャッとい

う音だけで反応したということですからね、

駐輪場で。だから、やっぱり基本的には、

一つ撮影ブースをつくると言っても、その

都度誰か通りかかることがあるかもしれな

いですし、私は基本的にはなしにしたほう

がいいのではないのかなと思います。 

○原田副議長 ありがとうございます。 

  ほか、いかがでしょう。どうぞ。 

○藤田委員 藤田です。 

  この撮影可能な範囲の表からすると、「自

分自身と家族のみ撮影可」というところが

あるんですが、図書館側から見ていて、そ

の方が家族の写真なのかというのを判断し

にくいですよね。写真を撮っていたその人

が本当に家族の人だけを撮っているのかご

自分だけを撮っているのかとかというのだ

と、ちょっと対象が誰なのかというのを判

断しにくいと思うので、注意書きにご自分

と家族のみの写真は大丈夫ですみたいなこ

とが書いてあったとして、そこまで図書館

側の人が見ているのかというのはちょっと

難しいと思うんですよね、ここの判断は。 

  だから、人物が写らなければという設定

の下に人物を絶対写していませんというこ

とであれば、それは何とかなるかなと思う

んですけれども。ただ、今髙橋委員さんが

おっしゃったように、小林委員さんもおっ

しゃったように、撮られた者側が「撮った

だろう」と言われた場合は、それは何とも

非常に難しいですね。撮った写真を見せる

しかないとは思いますけれども。その辺の

ところも、撮影についてはすごく難しい問

題だなというのは前からも言っているよう

に思っています。想像以上に肖像権とかそ

ういうのはうるさいので、かなり慎重にな

らざるを得ないのかなというふうには思い

ます。 

○原田副議長 ありがとうございます。 

  私も、自分自身の家族のみというのはな

かなか難しいかなと思いながらこれは見て

おりました。家族と言われてしまうと、これ

は藤田委員がおっしゃったように、ほとん

ど確認が不可能ではないかと思うのと、そ

れから中高生がやってきて、中高生で撮る

ときというのは友達と一緒に撮りますので、

家族じゃないことが多いので、それを禁止

しておいて家族はオーケーというのも何か

変かなという気はするので、自撮りに関し

ては写り込まなければというふうにするの

か、もしくは駄目なのかという話にせざる

を得ないのかなというふうには思うんです。 

  自分自身の中に自分のグループが含ま

れるのかどうか分かりませんけれども、そ

の範囲でないとなかなか難しい。 

  もう一つは、先日の圷委員のお話に関し

ては、あれがトラブルになったお話のほと

んどは「見せろ、見せない」になった後の話

のようには思って聞いていたんです。 

○高橋委員 「削除しろ、しない」ですね。 
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○原田副議長 「削除しろ、しない」ですよ

ね。なので、写っているか写っていないかの

お話であるので、それに関しては、写っただ

ろうというか、撮っただろうというお話は、

これは別にほかのところでも、つまり禁止

していない路上でも起こるお話なので、そ

の路上で起こる話を理由にして気にすると

いうのはちょっと違うかなという気が私自

身はしているので。 

  そういう意味では、図書館の中で撮られ

ている場合に、もし書くとするならば、撮っ

てもいないのに撮られたという場合には

「取りあえず見せてください」ということ

は書いておいたほうがいいのかなというふ

うに思いますけれども、見せることさえし

て、それで撮っていなければというか、本人

がもともとルールに従って撮っていて、「そ

れは必ず見せてください」という話にする

ならば、その先ほどおっしゃったお話に関

してはトラブルになる可能性はゼロじゃな

いですけれども、それはほっといてもトラ

ブルに遭う可能性と変わらないのかなとい

う気がするんですけれども、そんなことは

ないんですか。 

○小林委員 いいですか、小林です。 

  私、アートギャラリーを運営しているも

ので、アートを展示する作家さんによって

は作品を撮っていい人、お客さんが鑑賞し

ている様子を撮っていい人、よくない人と

あるんですけれども、私たちとしては、作家

が撮影をオーケーのときはオーケー、ＮＧ

のときはＮＧという判断をしています。写

真撮影の方はスタッフもしくは近隣の方に

一言おかけくださいと覚書または掲示する

サインとして記載する。何かトラブルがあ

ったような場合はまずはスタッフにお申し

つけくださいみたいな形で、禁止をすると

いうよりは、私はコミュニティーをデザイ

ンしている側の人間ですから、ルールをつ

くるというよりはコミュニケーションをし

ていこうよというほうを尊びたい。なので、

一声おかけするという手間というのは現代

に必要なんじゃないのと思っているんで

す。 

  なので、例えばどちらも駄目というふう

にしちゃうよりは、手間だけどコミュニケ

ーションを司書の方にお願いするとか、近

くの方に、今自転車置き場の写真を撮りた

いので、ちょっとこの辺の写真を撮っても

いいですかというコミュニケーションをす

るというほうがいいのかなという気がしま

す。  

○原田副議長 すてきですよね。そうだと思

います。 

  自分の話に話を持ってくると、私も授業

で使いたいので、図書館のシーンを撮りた

いんですね。そのときに誰もいないシーン

ばかり常に撮り続けているのはちょっと嫌

だなと思うところがあって。そういう意味

では、顔は映らなくて構わないんですけれ

ども、人が座っているところを後ろから撮

りたい。そうすると、これぐらい埋まってい

ますよとか、もしくはこうやって使われて

いますよというのが分かるので、授業で使

いやすいというのがあるので。そのときに

は、片っ端から声をかけて「いいですか」と

聞いて、オーケーが出れば話は簡単で、声を

かけていくんですけれども。そういう意味

では、許諾が取れているか取れていないか

というほうが大きいのかもしれませんね、

確かに。だから、許諾が取れていて撮らせて

いただければ、さっきイベントのときにと

いうお話がありましたけれども、そのお話

というのは非常に大きくて、ただ許諾を取

られるのが嫌な方が問題なんですか、その

場合には。 
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○小林委員 小林です。 

  多分、図書館にはいろんな方が来られる

と思うので、許諾を取らなきゃいけないと

いう方も当然いらっしゃると思うんだけれ

ども、私たちはオープンにしているガレー

ジスペースとかコミュニティスペースとか

イベントをやっているので、今世田谷区の

体育館のイベント企画をしていると、何千

人も来るので確認なんかできるわけありま

せん。とはいえ、主催者側は子育て向けのイ

ベントだから配慮はしていますと、お母さ

んたち、お父さんたちへイベント主催者側

が案内をしている。そのような理解で親御

さんと関係性ができているから、貸し出す

側の世田谷区も安心するというような立て

つけが大事かなとは思います。 

○原田副議長 図書館でその立てつけはな

かなか難しそうですよね。なので、実際には

やっぱり許諾を取っていただくしかないか

もしれませんね。 

  でも、そうはいっても、撮りたい方って、

そんなに無差別に撮りたい方は少なくて、

本当に数名の方にお願いする話で済むし、

私も撮ろうとするときに怖そうな人に声は

かけませんもんね。安全そうな人の後ろか

ら声をかけて、この方だったら撮らせてく

れそうかなという人に声をかけてオーケー

を取って後ろから撮るというような形を取

るので。そうしておけばトラブルにならな

いのかなという気は確かにしますので、コ

ミュニケーションは大事ですよね。だから、

単純に自分の家族とかいうお話ではなくて、

上の人物が写らなければ撮影可は取りあえ

ずケースとしてあり得るとしても、下はち

ょっと違うルールの考え方をしたほうがよ

いのかもしれないというのは確かにありま

すね。 

  どうぞ。 

○藤田委員 藤田です。重ねての話になりま

すが。 

  私も学校によく行ったので、学校で写真

を撮るのはかなり難しいと思います。まず

管理職に写真を撮ることの許可を取ります。

それから、生徒さんの写真が欲しい時は、生

徒さん一人一人に「写真を撮ってもいいで

すか」と聞きます。「はい、撮ってください。」

と歓迎してくれる生徒さんもいるので、撮

らせていただきます。撮った写真について

は担任の先生や校長先生に許可を取ります。

使わせていただく場合は、写真を見せて許

諾を取っています。 

  この間も言ったことですが、許諾を取る

とことはとても大事ではないかと思います。

○原田副議長 ありがとうございます。 

  許諾は、同時に目的にもよりますよね。

なので、許諾を取るときには必ず目的を明

確にした上で許諾を取ってくださいという

のは言わなきゃいけないですね、きっと。撮

られても構わないけれども、それは撮るだ

けであって、授業で使われると思わなかっ

たとかＳＮＳに上げると思わなかったとい

うのはきっとありますよね。 

  そのあたりも含めて、可能な範囲に関し

ては、ここに書いてあるお話以外の許諾の

取り方、目的といったような、そういう範囲

だとか、もしくは同じグループだとかもし

くは自撮りだとかいった範囲、さらに写り

込みの範囲に関しても少し許可を得るとい

うことと、それから実際に偶発的に起こっ

たお話に関してどう対処するのか、お互い

にお願いしますというふうに書くのもいい

し、見せてくださいと書くのもいいのかも

しれませんが、その辺論点としてはそうい

うものがありそうだというのは確かなよう

ですね。ありがとうございます。 

  もう一つ、上に挙がっております６番の
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１ですけれども、「撮影可能な場所」という

のがありますけれども、ニーズが高い場所

というふうに書いてあるんですが、ニーズ

が高い場所ほどセンシティブな場所のよう

なイメージも見えるんですけれども、この

あたりはいかがでしょう。このあたりのほ

うが、逆に子どもが入ってくるので撮られ

にくいような気もするんですけれども、そ

んなことはないですか。余り変わらないで

すかね。この辺は同じでしょうか。  

○檜垣委員 檜垣です。 

  撮影可能な場所で、今２階の児童エリア

とティーンズエリアのところが挙がってい

ますけれども、にぎやか実験をするときに

一緒に実験ができませんかねとちょっと思

いました。お話をしていいというところに

もなると思いますので、それでちょっとい

いですかという声のかけやすいエリアから

実験をするのであればいいのかなと思いま

した。現状だと、多分１階、３階で「ちょっ

と写真を撮ってもいいですか」は話しかけ

るなと怒る人すら出かねないような気もし

ないでもないので、もしやるのであればこ

の２階のニーズの高い場所から声がオーケ

ーとあわせてちょっと実験してみるとかと

いうのは、もちろん議論はまだまだ必要で

すけれども、いいんじゃないかなと思いま

す。 

  以上です。 

○原田副議長 ありがとうございます。  

  図書館、現在は撮影はもちろん禁止にな

っていると思いますけれども、許諾を取る

ことはできるのかというお話と、もう一つ

は図書館は撮ることができるのかというの

はどういう運用になっていますか。  

○大久保中央図書館長 事務局大久保でご

ざいます。 

  基本的には撮影は今お認めをしていな

いというところです。  

  申し訳ございません。後段の図書館が撮

るというのは。  

○原田副議長 例えば、広報活動のためにイ

ベント等は写真を撮られるような気がする

んですけれども、そういう図書館が撮るの

に関してはどのような形で撮られているか。

つまり、全体に対して撮影を撮りますよと

言っているのか、個別に許諾を取っている

のかといった意味なんですけれども。  

○大久保中央図書館長 職員がイベントの

ときに撮影する場合に、全体でご案内して

います。例えば、イベントの始まるときに、

本日のイベントの様子を広報したいので、

写真を撮らせてください。ただ、嫌な方は個

別にお声がけいただければその方が写って

いない写真を使うようにしますという形で

ご案内しております。  

○原田副議長 なるほど。ありがとうござい

ます。 

それ以外は「お願いします」と言って許諾

を取りにいらっしゃった場合、例えば腕章

をつけて撮れるとかいう図書館もあります

が、それはやっていらっしゃらないという

ことですね。 

○大久保中央図書館長 はい。今はやってお

りません。 

○原田副議長 ありがとうございます。  

  実際にそういうものに関して今はやら

れていないというお話なので、実験をする

にしてもちょっとハードルはまだ高いかも

しれませんけれども、もし実験をするとす

るならば、今後段で使われたようなお話、つ

まり図書館の職員の方がこういう実験のた

めにきちんと配慮した上で実験されるとい

うようなお話ぐらいしか不可能だなという

ふうに思いますので、ちょっと実験のお話、

同時に開けるかどうかについては今言った
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ハードルの高さも含めて検討していただく

のがよいのかなというふうに思います。い

ずれにしても、２階のエリアであるのは間

違いないということで、１階、３階は無理で

すよね。その上で、２階のエリアに関しても

子どもが入るということを含めて考えると、

人物写り込むようにしないようにするため

に、今できるだけのことをした上での実験

が必要なのかなと、そういう感じでしょう

か。 

  ほかの方いかがでしょう。塚本委員、何

かございましたら。  

○塚本委員 塚本です。 

  そうですね。いろいろ皆さんの意見、そ

うだなと思っていたのですけれども。さっ

き館内にいて、そもそも図書館、すごい「カ

メラで撮影しています」と書いてあるなと

思ったんですけれども、防犯カメラですが。

なので、撮られるほうも目的によるし、撮る

ほうも目的によるんだろうなと思ったんで

すけれども、やっぱり僕も親の立場で考え

たときは、もちろん、例えばシチュエーショ

ンだったりによるんですが。知らない人が

撮ったりしてうちの子が入ったら嫌だなと

思ったりもしますし、逆にこっちでイベン

トやるときはできるだけ子どもたちと本当

は顔を出して撮影したいしとかという、自

分の立場だったりシチュエーションだった

りによって変わってきてしまうなというの

を踏まえた上で、図書館は、今思ったのは、

撮影しなくていいんじゃないかなと思いま

した。 

  なぜなら、図書館というのは本を一応読

みに来るとしたときに、自分の目で、手だっ

たり文章を撮影しているわけじゃないです

か。頭の中でイメージするというのが本の

一つの醍醐味だと僕は思っているので。た

だ、「撮影禁止」という言葉というのはすご

く強いしつまらないので、図書館はそうい

う世界なんですよみたいな何かストーリー

をつくっちゃう。これちょっと半分冗談で

すけれども、何かのヒントになればと思っ

ていますが。図書館というのは皆さんが自

分の感性とかを通して物語だったりいろん

な情報に出会う場所なので、皆さん自身の

心のカメラでいっぱい撮ってくださいねみ

たいな、そんなようなストーリーを入り口

に掲げて、絵本の扉じゃないですけれども、

そういうふうにやって、「駄目だよ、絶対撮

っちゃ」とか「監視しているよ」とかではな

く、前提がそんなことをやりながら、それで

もカメラで撮りたい方は例えば伺ってくだ

さいみたいな動線をつくるとか、せっかく

コミュニケーションとか来ていない人みん

なに集まってもらいたいというふうにして

いくのであれば、ルールとかという言葉だ

ったり概念でやるのではなくて、そういっ

たちょっと違う視点で、今のは例ですけれ

ども違う視点で持っていくと、楽しみなが

らというか、本当に本質的にそういった場

になっていくきっかけにもなるんじゃない

かなというので、ちょっと思いつきで。  

○原田副議長 ありがとうございます。とて

もいいお話だと思います。  

  実際に、少なくとも本は撮れないんです

ね、本は著作権法違反にもなりますので。著

作権法違反というのは、著作権の話はなか

なか難しいですけれども、どういう形で撮

るのかによりますが、何にしても難しいと

ころが発生すると。全ページを撮られたり

したらややこしいからもちろん駄目ですし、

そんなのはできないというのはそのとおり

ですし。先ほどからいろいろ出ている「目

的」というのは非常に大きいのかもしれま

せんね。それこそ施設ですとか、または図書

館の利用している様子を撮りたいといった
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ようなそういう特殊な用途がある場合には

撮れるという、そういう余地が欲しいとい

うようなお話で多分出てきたのかなと思い

ますので。これ全面的にオーケーかどうか

の話もありますけれども、許諾が出せるか

どうかという、今は許諾さえ出していない

お話なので、許諾が出せるかどうかという

お話ももう一つ別のお話をする面としてあ

るのかもしれませんね。場合によっては、目

的をはっきりした上で、そういう目的の下

に、時にはゼッケンかなんかつけて、こうい

う目的でつけていますみたいなものがあれ

ばオーケーしていただける方もいらっしゃ

るのかもしれないし、場合によってはそれ

も問題があるのかもしれませんし。ちょっ

とその辺は目的と、それから範囲と、ここに

書いてあるのは範囲と場所のお話になって

いますけれども、目的の話とか、そういうも

のも含めていろいろちょっと検討していく

のがよいのかなというふうに思いますね。

確かにそのとおりです。ありがとうござい

ます。 

  ほか、どうぞ。  

○髙橋委員 髙橋です。 

  私、そもそも「え、図書館ってそんなに

撮影したい場所がある」というのがまずあ

るんです。ごめんなさいね、基本的にね。そ

んな、図書館に行ったらピースとかやって

いる。そんな自撮りとか、友達でとかという

場所は私には考えられないし、そういう人

たちを見たこともありません。  

  ただ、赤ちゃんお話し会ですけれども、

赤ちゃんお話し会ってママ友の交流の場で

もあるので、何人かのママ友が自分の子ど

もたちと一緒にお話し会をこういうふうに

座って聞いていただいているんですけれど

も、そこで「イエーイ」とか言っているのは

たまにあります。それ以外は、余り。 

  ごめんなさい、これは著作権になるかも

しれないけれども、私もちょっと絵本を探

して、この本とこの本を借りたいと思った

けれどもでも大きいし、これから出かけな

くちゃいけないしというときは許諾なしで

カシャッと撮っちゃうんですけれども。だ

から、もしあれだったら小林委員が言うよ

うに、視察のためにとかいうことであれば

分かるんですけれども、「個人的に撮影した

いですか、図書館」というのが本当に、ごめ

んなさい、素朴な疑問です。  

○小林委員 すみません。私ちょっとこの後

すぐ出なくちゃいけないので、最後に小林

です。  

  図書館でめちゃめちゃ撮影したいです。

ただ、それはちょっとそういう公共的な場

所を使うので利用規約だったりお金がかか

る、かからないだったりとか、多分いろいろ

判断はあると思うんですけれども。私が運

営に関わっている区が関連する施設では、

有料のご案内をしていますが、めちゃめち

ゃ撮られています。本がある場所という空

間を撮りに行くという層も一定数いらっし

ゃいます。むしろそういった方たちとどう

やってコミュニケーションしていくのかと

いうのが大きな問題になっているので。た

だ、何でそうなっているかというと、本のあ

る空間ということを若者がすごいポジティ

ブに考えているからなんです。なので、それ

は図書館として本がたくさんあって、本を

借りに来る、本を読む目的に来るかどうか

は置いておいて。ただ、別に図書館は本だけ

を読みに来る場所ではないので、用がなく

ても来ていい場所だと僕は思っているので、

そういう人たちが、若者がたくさん来ると

いうことを考えたときに、そういう用途も

めちゃくちゃあるぞということは申し上げ

ておきたいので。ただ、それを足立区の図書
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館としてどうされていくのかというのは考

えなくてはと思います。 

○原田副議長 ありがとうございます。  

  実際に、上まで本がずらっとあるところ

なんかは本当にたくさん撮っているんです

ね。だから、本を撮りたいという方は一定数

いらっしゃって、学生たちも撮るのは確か

です。あとは、学生が友達と一緒に本をバッ

クにして撮りたいという要望がどうもある

みたいで。なので、場合によっては、本を撮

るための場所をつくるのも一つあるのかも

しれないと思うときがあるんです。つまり、

本来なら使わない６段目、７段目あたりま

で全部本が埋まったようなところをつくっ

ておいて、あの辺の一角ですね。そこは顔は

めのパネルじゃないですけれども、本を前

にして写真を撮るコーナーみたいなのをつ

くってそこで撮るという話はやると喜ぶ人

もいるかもしれないと思うときもあります。 

  なので、先ほどの話、髙橋委員もおっし

ゃったみたいに、イベントとしてやってき

た人が撮るというお話と、それから映える

という表現が正しいのかどうか分かりませ

んけれども、そういう形で撮るという目的

と、それからそもそも本を撮るという目的

と本を撮っている自分を撮りたいという目

的と、どうも三つがあるみたいで、様々な用

途があるみたいです。  

○大久保中央図書館長 副議長、事務局補足

よろしいでしょうか。  

○原田副議長 はい。 

○大久保中央図書館長 失礼いたします。  

  写真を撮りたい、撮影したいというとこ

ろでのニーズというところで、実は前回参

考資料としてお配りをさせていただいた中

に、中央図書館で取ったアンケートの自由

意見がございます。  

  少し参考までにご紹介をさせていただ

きますと、子育て世代の方と中高生で取ら

せていただいて、子育て世代の方はやはり

イベントでお子さんの様子を撮りたい、記

録に残したいとか、これがほぼ大半になっ

ています。 

  中高生は様々ありまして、イベントのと

きの様子ですとか、あとは友達と一緒に勉

強しているときに友達の勉強している資料

を撮って共有したいですとか、あとはこれ

はちょっと面白いなと思ったんですけれど

も、みんなで勉強しているときの写真をグ

ループにアップして、みんなで勉強やって

いるからおいでよと、そういうことをやっ

たりするのとか、これなかなか我々だと思

いつかないところだと思うんですけれども、

こういったニーズもあったりするというこ

とで確認はしております。  

  以上、参考までにです。 

○原田副議長 ありがとうございます。  

  予想もしなかったような理由がちょっ

と皆さんあるみたいではありますけれども、

そのあたりを含めて、すぐにどうこうとい

うお話ではありませんけれども、今後、切り

口が幾つもあるというお話や、またどのよ

うな形でということに関して整理しなきゃ

いけない点はまだあるというあたりをちょ

っとお伺いできたというところで、今日い

ろいろと伺った意見を基に今後考えていき

たいというふうに思います。ありがとうご

ざいます。 

  それでは、３番目になりますけれども、

電源の利用というものにつきまして、事務

局からは、要綱の改定に当たって目的は設

定しないこと、それから混雑する館につい

ては指定席制を導入すること、それからコ

ンセントの付近にマナーを掲示することと

いったような、こういう三つの提案があり

ました。これについて、いかがでございまし
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ょう。基本的に目的を設定せずということ

で、誰でも使えますよということにする。た

だ、人気が高い混雑するというところに関

してはちょっと考えなきゃいけないという

ことで、多くの人が利用できるような工夫

を想定されているということかと思います。 

  発火リスクに関しましては当然だと思

いますけれども、この三つの提案、いかがで

ございましょう。実際にこれについて使え

るようにしていくということが昨今必要か

なというふうなことでの提案だと思います。

よろしくお願いいたします。  

  私のほうから一つだけ。座席の指定席制

というのは、これはどのようにやられるこ

とを想定されておられますでしょう。  

○大久保中央図書館長 事務局でございま

す。 

  今実際にやっているのは、中央図書館で

もやっておりますけれども、時間をコマで

区切って、例えば午前中３時間ですとか午

後３時間というような形で、そこを先着順

で受付をしている形になります。  

  中央図書館はこの１０月から座席予約

システムというものを導入しまして、今そ

ういったものをシステムでもできるように

なっているんですけれども、そういった形

でやらせていただいています。地域図書館

の一部も導入していますが、まだ区立図書

館全館でやっているというわけではござい

ません。 

○原田副議長 ありがとうございます。いや、

私が何でそんなことを言ったかというと、

目的が違う二つの指定席制が入るなという

気がしたからなんです。つまり、１人の人は

充電だけしたい。１人の人はその場所が使

いたいといった場合に、空いているのに充

電だけしてあるという、そういう形での指

定席が発生するなと思っていて、それを心

配したんですけれども、そのあたりは大丈

夫なものなんでしょうか。座席を離れちゃ

いけないと書いているから大丈夫というこ

とですかね。 

○大久保中央図書館長 事務局でございま

す。 

  我々の意図としてはそのようなつもり

で考えておりましたが、例えばそれに当た

ってはこういうリスクがあるのではないか

など、皆さんお気づきの点がありましたら

ご意見いただけますと幸いです。  

○原田副議長 ありがとうございます。  

  実際には、コンセントの使用に当たって

のマナーのところの２番なんですけれども、

「できるだけ短時間」というのが多分人に

よって随分違うだろうなというのは想定し

ます。なので、それこそ座ってすぐ充電し、

３０分おきぐらいにやってくると短時間と

いうふうに考えるのではないかと思ってい

て、充電のためでも構わないと言えば構わ

ないという気もするんですけれども。皆さ

ん、気にされますかという聞き方も変なん

ですけれども、いかがでしょう。そういう利

用があって仕方がないねというのでよろし

いですか。ありますか、空いている座席で充

電していると。すみません、別にほかのこと

でも結構です。  

○檜垣委員 すみません、檜垣です。  

  座っていなくて、要は差してあるだけで

空席という。 

○原田副議長 そうそうそう。  

○檜垣委員 忘れ物かなと思っちゃったり

とかね。そのあたりは何か工夫は欲しいか

な。充電のみでお席をどうぞお使いくださ

いみたいなのもありなのかな。どうなんで

しょうね。 

  私すごく気になったのは、３番のこの

「消費電力の許容量を超えて」のところが
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ちょっと気になって、分かんないじゃない。

恐らく今までブレーカーが落ちるほどのこ

とになったことは多分ないんだと思うんで

すけれども、私がよく好きで使わせていた

だいているカフェは、「Ｗｉ－Ｆｉの利用は

１人１端末でご協力をお願いします」と書

いてあるんですよ。今は、例えば携帯電話と

タブレットとパソコンとかいうと１人３端

末とか全然あり得るんですけれども、どれ

か一つだったらみんなが快適に使えるよね

という意図なのかなと思って、お一人１端

末みたいなほうが伝わりやすい。表現が難

しいんですけれども、そのあたりはもうち

ょっとうまく行くといいですよね。  

○原田副議長 そうですね。１人で許容電力

を超えることはないと思うんです。まさか

電子レンジ持ってくる人はいないと思うの

で、それはいないと思うんですけれども、全

員で超えるかどうかは分かりませんね、確

かに。 

  どうぞ。 

○藤田委員 藤田です。 

  私もここが気になっていて、「許容量を

超えて」というのは、具体的な指示がないと

判断は難しいかと思います。もう一つ、「周

囲の人と譲り合って」というのも無理なよ

うな気がします。全然知らない人に声かけ

るのは、昨今の世の中ではなかなかしにく

いような気もします。ここは表現をちょっ

と変えたほうがよいと思います。  

○原田副議長 ありがとうございます。  

  「許容量を超えて」というのは、これは

書いてあるだけしかないですよね、きっと。

落ちないですよね、きっと普通は。２０アン

ペア、４０アンペアで落ちることは余りな

さそうな気がしますけれども、１台の器械

ですよ。だから、それこそ複数台使って、延

長コードを持ってきていっぱい充電された

ら別ですけれども、そういうことでもなけ

れば大丈夫な気はするんですけれども。  

○大久保中央図書館長 事務局、よろいしい

でしょうか。 

○原田副議長 どうぞ。 

○大久保中央図書館長 少し補足をさせて

いただければと思います。  

  皆様のご意見、おっしゃるとおりだと思

っています。今回お示しをしたのがマナー

の例ということで、一般的なものになりま

す。具体的には、図書館の規模ですとかコン

セントの数ですとかによって、これのほか

にここの場所はこうですというような具体

的なものももう必要になってくると思いま

すので、それとセットかなというふうに思

っております。  

  あともう一点補足させていただきます

と、離席に関する考えなんですけれども、こ

こでは発火リスクということで書かせてい

ただいていますが、実態としては、例えば離

席をしたまま電源だけ挿さっているとほか

の利用者からのクレームが来るですとか、

そういったことで実際に現場でトラブルに

なっていることもありますので、なかなか

ここにそれを書きづらいので発火リスクと

いうことは書いておりますけれども、そう

いった背景もあるということでご理解を頂

ければというふうに思います。  

○原田副議長 そういうことですよね、きっ

と。そうですね、そのとおりですね。充電専

用席というか、充電専用ボックスをつくっ

たほうが実は利用者喜ぶかもしれませんけ

れども。最近だと、本当にスマートフォンの

利用の箱で鍵がかかってみたいなやつがあ

るじゃないですか。あれのほうが利用者は

喜ぶかもしれなくて、いろいろ考えるどこ

ろはありますけれども。でも、図書館がそれ

やることに意味があるか。独り言多いです
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ね、私。すみません。  

  いかがですか。  

○塚本委員 塚本です。 

  ちょっと質問なんですけれども、これは

本を読むのだけじゃなく、例えばパソコン

を持ってきてスタバみたいに仕事をしても

できるんですか。できるんですね。なるほ

ど。 

○原田副議長 いろんな考え方があると思

うんですけれども、図書館の様々な資料を

使って自分のお仕事に利用していただくと

いう想定は、最近そういう図書館が多いも

んですから、多分そういうものを想定され

ているんじゃないかと思います。そういう

例もある、ほかの人もいるという、様々な利

用があることを想定されているんだと思い

ます。すみません、私の場合はなんですけれ

ども。 

○塚本委員 ありがとうございます。  

  でも、そのボックスも別に用意するとい

うのは僕もいいなと思って、図書館を利用

していない人たちも今回対象として想定し

ているのであれば、たまたまその情報を知

っていて、充電しに来て、手持ち無沙汰な時

間に図書館をぐるっと回ったときに、それ

があったことで出会える本だったり情報が

あるということもすごくあり得ますし、僕

も学生の頃とか暇でジュンク堂とか寄って

出会った本が一つのきっかけになったとか

あるので、そういうきっかけづくりという

目的でも、ただ座らないと充電ができない

以外の場所もあってもいいのかなと思いま

した。 

○原田副議長 ありがとうございます。本当

に３０分ぐらいだけ充電できるようなとこ

ろがあったら助かりますよね。  

  どうぞ。 

○檜垣委員 檜垣です。 

  勉強している間にスマホを見ないよう

に充電に預けませんかみたいなところをつ

くってみても面白い、逆手に取って。あくま

でアイデアですので採用していただくかど

うかはあれですけれども、ついつい仕事中

とか勉強中に見ちゃってはかどらないんだ

よねを逆手に取って、預けておいて充電し

ておくよみたいなのを設けてしまうという

のも一つありかなと思いました。すみませ

ん。 

○原田副議長 ありがとうございます。そう

ですね。３種類ぐらいの端子をつけておけ

ばいけそうですもんね。微々たるものなん

ですかね、電気代というのは。よく分からな

いですけれども。何十人もやるととてもか

かるんですかね。その辺は予算との兼ね合

いもあるのかもしれませんけれども、でも

できると面白いかもしれませんね。  

  ほかはいかがですか。  

  ありがとうございます。改めて今までの

内容を振り返らせていただきますけれども、

前回までの議論を振り返りまして、ゾーニ

ングを行って静かな空間をつくるというお

話に関しての議論を先ほどさせていただい

ておりました。資料をぱっと見てすぐさま

聞いて何だという感じにもなるかもしれま

せんけれども、今日のお話といたしまして

は、事務局のほうから２階エリアに関して、

その一部分もしくは全体について、静かな

空間に決め打ちをするのではなくて、おし

ゃべりですとかキータッチ音ですとか、そ

ういうものに関して緩和する。  

  つまり、にぎやかなというお話はちょっ

と変なお話になりますけれども、少なくと

もうるさくはなく、普通にしゃべるぐらい

であればしゃべってもよい空間というのを、

それを試行しようというような提案がござ

いまして、それについては各委員のほうか
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らいろいろ出た結果、いろいろと制約はあ

るものの全体を通じて、２階全体エリアに

ついてまずはテストをしてみてはどうかと。

その上で、試行した上での感想ですとか、ま

たは様々な意見等を頂いた上で見直しをす

るかどうかは考えてはどうかというような

お話が出ておりました。 

  また、撮影につきましては、撮影そのも

のについては慎重意見もまだまだあるとい

うこともございまして、まだまとまらない

ような議論の残っているポイントもたくさ

んございますので、令和８年度からの試行

は見送るというところで提案がございまし

て、それについてはそのほうがよいだろう

と。それ以外に撮影可能な場所ですとかも

しくは範囲については、目的と、それからコ

ミュニケーションするかどうかといったこ

となんかで大きく変わってくるので、その

あたりを含めて今提案が出ている撮影可能

な範囲というものについて、人物が写る写

らない、それから家族だけにするかどうか

というような、こういう議論だけではなく、

もう少し複数の観点から、またこの区分け

についても検討するような形でもう少し練

り直してはどうかというようなお話が出て

いたというところでございます。  

  そして、今３つ目のお話に移っておりま

して、電源を解放しようというお話が出て

いるんですけれども、それについて、目的設

定が不要であるというお話は出ております

けれども、マナーで全てをお願いするとい

うのは難しいのではないかというようなお

話ですとか、また離席の時間、充電したまま

で離席するという方が多くなったときにど

うするかといったお話、それから消費電力

の許容量がここに書いてあるけれどもそれ

はなかなか難しいんじゃないかというよう

なお話が今出ていたというところでござい

ます。 

  その中で、今充電のお話に関しましては、

ほかの方法、つまり席だけではない場所も

設定できるんじゃないかというような議論

ですとかお話ですとか、またこのマナーに

ついての表示は、これはあくまで例ではご

ざいますけれども、もう少し変えたほうが

いいんではないかというようなお話が出た

というところでございます。  

  余り説明にならない説明でございます

けれども、今こういうお話が出ているとい

うところで、何かすぐさま来て一瞬で思い

浮かべというのはなかなか難しゅうござい

ますので、しばらくお考えいただいている

間に何かございましたらぜひご発言いただ

ければ幸いでございます。よろしくお願い

いたします。 

  ということで、お話を戻させていただき

ますけれども、発火リスクについては考慮

しなきゃいけないというのは当然のことで

ございますけれども、余り発火リスクの問

題がすぐさま発生するという可能性よりは、

これを考慮した上で席を離れて放置したま

まにしないでくれというような、そういう

ことが大きく理由として出てくるのかなと

いうような、そういうものですよね、きっ

と。 

  指定席制に関しては大体３時間、午前中

とか午後とか、３交代ぐらいになるんです

か、これ普通にやると。もちろん途中で帰ら

れる方もいらっしゃるのは別ですけれども、

現在の運用だと。  

○大久保中央図書館長 事務局でございま

す。 

  中央図書館の例で申し上げますと、以前

は午前と午後で大体３時間ずつぐらいとな

っていました。今はシステムを入れました

ので、その３時間の中で３０分単位で好き
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なだけ使えるという形となっております。  

○原田副議長 なるほど。分かりました。き

っと充電し始めるともっと長く使うかもし

れませんね。 

  いずれにしましても、このコンセントを

ふさいである図書館も中にはありますけれ

ども、そういうものではなく、使っていただ

くのが今は当然ということで、開いていく

方針はその形のほうがいいですよね、きっ

と。 

  ほかに検討しておくようなお話はござ

いますでしょうか。この充電に関してのお

話でございますけれども。よろしゅうござ

いますでしょうか。  

  田中委員、申し訳ございません。何かご

ざいましたらというのも何かあれでござい

ますけれども、ぱっと見て思い浮かぶ範囲

で、もちろん後ほどまた見ていただいてご

意見のほうはメールでも頂くといたしまし

て、何か今ぱっと見て思い浮かぶようなこ

とがございましたらぜひご発言いただけれ

ばありがたくございますが、何かございま

すでしょうか。  

○田中委員 ゾーニングと、それから撮影の

こととバッテリーのことだというふうに思

います。ゾーニングについては、おしゃべり

の環境のゾーニングですよね。  

○原田副議長 そうです。音に関するゾーニ

ングなんです。  

○田中委員 たまたまこの三つに関して思

ったことがあったんです。１０日ほど前、２

週間ほど前に杉並区の荻窪にある中央図書

館に訪れたんです。最初に、まさしく中で写

真撮影をしたくて受付の方に確認してみた

んですけれども、駄目ですと。一応立場や目

的をお伝えしたんですが、ちょっとそれも

かなわなかったんですけれども、確かにそ

うだなと思いまして、たくさんの本があっ

たり、そこの図書館、土曜日でしたが物すご

く人がいたんです。中高年の方もいたし、そ

れから１０代、２０代もとても多くいて、ま

た恐らくはセカンドキャリアを考えて働い

ている方もいらっしゃったのかな。なので、

空いている席ほとんどないぐらいの人がい

ました。とてもにぎわっている、何か人を引

きつける力がある図書館だなと思ってしば

らくいたんですが。なので、カメラで写真撮

影というのは限定したところで、どうもき

っといろんなところに手が伸びていくなと、

カメラを向けてしまうだろうなとも思うの

で、やはり外観以外は写真撮影というのは

難しいかなと思います。一般の方も多くい

らっしゃる中で、また著作権が絡むものも

多くあると思うので。 

  また、ゾーニングについて、そこの図書

館は１階に食事スペース、図書館の本を持

ち込める軽食スペース、ドリンクがあって、

そこで充電をしていまして、あと若者たち

が勉強するところ、そこにもコンセントが

あった気がします。ほかのところにはなか

った。その辺は分けているなという気はし

ました。 

  同じく、おしゃべりの場所も、若者が多

くいたのですけれども、勉強しているとこ

ろとおしゃべりできるところは近かったん

ですが、上手に共存していた気がします。お

しゃべりの子たちもわきまえたおしゃべり

をしていたような気がします。本当に短時

間だったので印象ですが、やはり距離を取

ったところで響くでしょうから、どっちに

しろおしゃべりする子たちのマナーは大変

重要かなと思うんですけれども。また、ちっ

ちゃい子のスペースも近くにあって、そう

いった未就学児、キッズの子たちのエリア

もあったので、きっとその辺の声も響くだ

ろうなというふうに思うんですが。ゾーニ
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ングはされていたけれども、また近い距離

で共存していたけれども、割とうるさい声

が響くというようなことはなかったです。

なので、しっかりとしたゾーニングとマナ

ーで何とかなるんじゃないかなと思ってお

ります。 

○原田副議長 ありがとうございます。貴重

なご意見ありがとうございます。先ほどの

お話に加えて、今のお話も事務局のほうで

一緒に取り込んでいただければと思います

ので、ぜひよろしくお願いいたします。あり

がとうございます。  

先ほどのお話も、それから今までしてき

たお話と田中委員のお話と、矛盾するもの

ではございませんし、今のお話でございま

すので、今のお話を取り込ませていただく

ということにいたしまして、この意見につ

きまして、各委員のほうから出た意見とい

うのは大体同じような意見を出していただ

いたという形で、図書館のほうに伝えさせ

ていただき、まとめさせていただくような

形を取らせていただきたいと思いますけれ

ども、そういう形でまとめさせていただい

てよろしゅうございますでしょうか。申し

訳ございません。よろしくお願いいたしま

す。 

  それでは、そろそろ時間となりますので、

意見交換のほうを終了させていただきまし

て、まとめさせていただきたいと思います。 

  本日もたくさんのご意見を頂きました

けれども、冒頭で事務局から説明がありま

したとおり、館内のルール・マナーの見直し

に関する意見交換は、皆さんお集まりいた

だくことに関しましては、本日が最後の機

会となります。ついては、前回までご議論い

ただいた漫画の収集と、それから館内のル

ール・マナーの見直しというものの二つを

含めて答申をまとめるということをさせて

いただきたいと思うんですが、この頂いた

意見につきましては、最終調整は私とそれ

から大串議長とに一任いただく形でまとめ

させていただいてよろしゅうございますで

しょうか。よろしくお願いいたします。ご賛

同いただければ幸いでございます。よろし

くお願いいたします。よろしゅうございま

すでしょうか。よろしくお願いします。  

  それでは、今回の意見を反映してまとめ

た資料を整え次第、事務局のほうから委員

の皆様にお送りし、それを見ていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 

────────◇──────── 

 

○原田副議長 それでは、次に次第の４番に

なりますけれども、本協議会の２か年にわ

たります活動に関して意見交換というのを

させていただきたいと思います。事務局の

ほうから説明のほうをお願いいたします。  

○大久保中央図書館長 事務局大久保でご

ざいます。 

  では、私のほうから、次第の４番の意見

交換についてご説明をさせていただきます。 

  こちら次第には「総括」というようなち

ょっと堅苦しい書き方をさせていただきま

したが、皆様にこの２か年度携わっていた

だいて、この図書館協議会に関する感想を

もしお一方お一言ずつ頂ければ幸いという

ふうに考えております。 

  足立区といたしましては、令和６年度か

ら図書館協議会を初めて立ち上げて、手探

りで進めてまいりましたけれども、おかげ

さまをもちまして、昨年度はアクションプ

ランのほうを策定しまして、今回はルール

の見直しですとか漫画の収集という今まで

やりたくてもやれなかったことに着手がで

きたというところで、皆様には非常に感謝
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を申し上げております。ですので、皆様から

見て、この協議会がどうだったかというこ

とをご意見いただければ今後の運営の非常

に参考になるかと思いますので、特にこう

いうご意見をくださいということはござい

ませんので、何かご自由にお一言頂ければ

というのがこの趣旨でございます。ぜひよ

ろしくお願いいたします。  

○原田副議長 ありがとうございます。  

  それでは、どういたしますかね。髙橋委

員のほうからいきましょうか。お願いでき

ますでしょうか。よろしくお願いします。  

○髙橋委員 ２年間お世話になりました。ど

うもありがとうございます。  

  私は、自分の場合、絵本のお話し会をや

っているということで、絵本中心にしか図

書館の利用というのは余りしなかったんで

すけれども、この協議会を通じていろんな

方からいろんな視点で図書館に対する思い

とかご意見、ご感想が聞けて、とても勉強に

なりました。 

  この館内のルール・マナーの見直しの第

一は、誰もがいつでも気軽に足を運びたく

なる施設というのが挙がっているんですが、

ぜひこれからもっともっと楽しく図書館に

足を運べるような図書館づくりをしていた

だけることを願っております。ありがとう

ございました。  

○原田副議長 ありがとうございました。で

は、芦川委員お願いいたします。  

○芦川委員 芦川です。 

  ２年間いろいろとお世話になりました。

なかなか仕事上参加できる回数も少なかっ

たと思うんですけれども、図書館に関する

こういう協議会ができたことで、図書館を

見る目も変わってきたということと、いろ

んな皆さんのご意見を聞けたということは

すごくよかったかなと思っていて。私は学

校に関連している仕事もしていますので、

子どもたちにもっともっと図書館を利用し

てもらえるにはどうしたらいいのかなとい

うことを自分自身も考えるようになったい

いきっかけになったかなと思っています。  

  今回ちょっと発言は控えさせていただ

いたんですけれども、前回参加できなかっ

たので、どういう話が出てこういうふうに

なっているのかということがなかなか分か

らなくて、今日皆さんの意見を聞かせてい

ただいたときに、そうなんだ、そうなんだと

いう感じで聞かせていただきました。 

  これからも本当にいろんな方々が利用

しやすい図書館になっていくことを本当に

願っております。それでまた皆さんの意見

を聞きながら、そういう活動にも参加でき

たらいいなと思っております。いろいろと

ありがとうございました。  

○藤田委員 藤田です。 

  ２年間、本当にいろいろなお話を伺うこ

とができて、大変勉強になりました。また、

この会議の議事録を丁寧に取ってくださっ

たことも感謝です。自分が下手な話し方を

していることがよく分かりました。それも

勉強になりました。  

  私は学校図書館絡みの話をよくさせて

いただきましたが、学校図書館も公共図書

館も連携を取る必要があります。この連携

はなかなか奥が深い。この協議会を通して、

今後も学校図書館と公共図書館の連携とい

う視点に立って取り組んでいくことが必要

だと感じています。  

○塚本委員 塚本です。 

  ２年間お世話になりました。ありがとう

ございました。  

  僕は、図書館というのは本当に子どもの

ときに使っていた、はまっていたというイ

メージがあって、過去のもののイメージが
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実は結構あったんですけれども、今回こう

いって参加させていただいたり、自分が絵

本を描くようになったりとかして、また図

書館に足を運ぶようになって、変わらない

でいいなと最初は思っていたのです。子ど

もを連れて行ったりとか。でも、こうしてこ

ういうところに参加すると、みんなこうい

った専門の方たちが図書館を新しく時代に

合わせて変化、進化していこうというので、

すごくわくわくさせていただいて、また自

分が絵本としてとかイベントで関わらせて

いただく場が、こうやってまたより進化し

ていく、柔軟になっていくというのはすご

く楽しみで、いっそのことなら図書館とい

う名前を変えちゃえばいいのになというふ

うに思ったりもしました。  

  なので、本当にこれから図書館という固

定観念があってなかなか足を運ばなくなっ

てしまった人だったり、まだ運んでいない

人だったり、そういう人にもどんどん知っ

ていただきたいなと思いました。  

  以上です。ありがとうございました。  

○檜垣委員 檜垣です。 

  早いものでもう２年たってしまうとい

うことで、あっという間な気がします。この

２年間の大きな変化としては、私自身が図

書館に足を運ぶ回数が増えました。まずは、

利用者１人ちゃんと増えているよというと

ころかなと思いますけれども、こうやって

皆様とお話をさせていただく中で、図書館

の新たな魅力だったりとか、図書館に行っ

たら静かにしてなきゃいけないんだよとい

うことに対して窮屈に思っている方がこん

なにも多いんだというのを知ることができ

たということは非常に大きくて、図書館と

いうのはこういうものというのが変わろう

としているところを実際に自分が見られた

というのはすごくうれしい場面に立ち会わ

せていただけたんだなというふうに思いま

した。 

  実際、ふだんから図書館を使っていらっ

しゃる方のご意見だけでなく、例えば利用

者さんからのアンケートの中に思いもしな

いような、あ、そういう視点もあるんだなみ

たいなお答えが返ってきていたりみたいな

のもあったと思いますので、いい意味で図

書館がもっと使いやすいほうに動いていく

というか、これがもうこの委員の人だけの

話で終わらないで、利用者さんとスタッフ

の皆さんと、みんなで対話をしていく中で

いい方向にゆるゆると動いていけて、足立

区の図書館は使いやすいよねという方向に

きっと動いていくんだろうなという歴史の

一部を見せていただいたような気がして、

とても有意義な２年間でした。まだまだ図

書館に通い続けようと思います。ありがと

うございました。  

○原田副議長 田中委員もすみません、お願

いできますでしょうか。 

○田中委員 ありがとうございます。  

  新しい図書館をつくるに当たってのこ

の委員会、また図書館全体を見直すための

委員会だと思うのですが、携われてよかっ

たと思っております。ぜひ、新しい図書館を

含めて足立区の図書館が雑誌とかに紹介さ

れるようなものになってくればなと思いま

す。他区の人からも羨ましがって訪れるよ

うな感じだと、区民もこんなにいい図書館

ならば行ってみたいなと他区の人の来訪で

改めて感じることがきるんじゃないかなと

いうふうに思うので、そういった図書館だ

といいかなと思っています。  

  また、小学校に勤めておりますので、ぜ

ひ子どもたちの本離れ、図書館離れについ

てはとても憂えるものがあります。何とか

したいなと思っておりますので、ぜひ足立
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区図書館、足立区教委と連携を取って、子ど

もたちの読書量、読書の習慣をたくさんつ

けていきたいなと思っております。ありが

とうございました。  

○原田副議長 ありがとうございました。  

  では、私のほうから一言感想として言っ

てもいいでしょうか。  

  ２年間どうもありがとうございました。

大串議長の下、今までいろいろと検討して

いただいたというお話をずっと聞いており

まして、非常に楽しく思っておりましたし、

今日はちょっと大串議長不在なものですか

ら私がしゃべるということでしゃべらせて

いただきましたけれども、やはり議長はな

かなか難しいですよね。一言自分でしゃべ

っては自分でまとめるのが多くて大変失礼

いたしました。  

  この協議会そのものが始まって、そして

最初に感じたのは、この協議会に参加して

くださる皆様方ご自身の意見というのが物

すごく先進的というような、そういうもの

がたくさん出てきてという、そういうこと

でございます。というのは、ほかにも協議会

を幾つかさせていただいておりますけれど

も、１０年ぐらい前までは本当に静かな図

書館、そしてそこにやってくる人々に関し

てもステレオタイプな方々を想定してとい

うような議論がたくさん出ておりましたけ

れども、ほかの図書館もそうですが、この今

回の協議会、特に漫画のお話にしましても、

また音のお話にしましても、皆様から出て

くる意見のほうが私が考えている以上のも

のが出てきたりして、非常に変わろうとし

ているという、そういう状況というのを皆

様方も支持してくださっているんじゃない

かなというような、そういうことを意識す

ることもできました。  

  今回お話が出た内容というのは議論と

してもなかなか面白く、お話がたくさん出

てきましたので、私も非常に勉強になりま

したし、また図書館にとっても非常に貴重

な資料になったんではないかなというふう

に思います。今回、図書館のほうが様々なそ

ういうテーマを挙げて、そして議論の場に

持ってきてくださったということ自身がま

ず面白く、そして変わろうとしているとい

うことを端的に表しているお話もございま

すし、そしてそれがどんどん進んでいくと

いう状況が生まれていっているというのは、

今後の足立区の様々な図書館の利用に関し

てもよい影響が出るんではないかなという

ふうに期待しております。  

  皆様から頂いた意見、非常にありがたく

存じましたし、また図書館と相談し、大串議

長の指示も受けてきちんとまとめさせてい

ただきたいと思っております。本当にあり

がとうございました。今後ともまた何とぞ

よろしくお願いいたします。  

  それでは、これにて令和７年度の第３回

の図書館協議会を終了させていただきたい

と思います。 

  事務局のほうから、事務局連絡をお願い

できますでしょうか。  

 

────────◇──────── 

 

○大久保中央図書館長 皆様、ありがとうご

ざいました。 

  事務連絡の前に事務局からもお礼を述

べさせていただければと思います。まさに

今ご意見の中にもありましたけれども、足

立区の図書館、今まさに変わろうとしてい

るところでして、その変わろうとしている

中で非常に進化することに前向きで、非常

にご賛同いただける皆様とこういった形で

議論をさせていただけたことは我々にとっ
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て非常に幸せだったなというふうに思って

おります。頂いたご意見を着実に形にして

いけるように引き続き頑張ってまいりたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

  なお、最後になってしまったんですけれ

ども、委員の皆様の任期につきましては、令

和６年の８月にお願いをさせていただいて

２年間ということで、令和８年の７月末を

もって任期が満了する形になります。例年

の会議の流れで行きますと、大体８月以降

に会議をやっておりましたので、来年度の

会議になりますと基本的には皆様の今の委

員の任期が終わった後になってしまいます

ので、今後の皆様の、次期の委員をどうして

いくかということにつきましては、個別に

またご相談をさせていただければと思いま

すので、ぜひご相談に乗っていただければ

というふうには思っております。 

  それでは、事務局のほうから事務連絡、

３点申し上げさせていただきます。 

  １点目といたしまして、漫画の収集及び

館内のルールとマナーの見直しにつきまし

ては、今後、副議長のほうからもお話があり

ましたように、議長、副議長一任という形で

まとめていただく形になります。こちらま

とめていただいた審議結果を来年１月から

２月頃にかけて、大串議長から私中央図書

館長に答申をしていただく形となります。

こちら頂いた答申のほうを区で取りまとめ

まして、足立区議会に報告をして、その後公

表させていただく形としたいというふうに

思います。公表の時期は２月末頃から３月

頃になるかというふうに予定をしておりま

す。 

  ２点目といたしまして、本日の会議録に

ついてでございます。 

  会議録につきましては、これまでと同様、

事務局にて作成をいたしまして、委員の皆

様に内容の確認をお願いをさせていただき

ます。こちらご確認が終了次第、本日の会議

資料とあわせて区のホームページに掲載を

させていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

  最後に、３点目となります。 

  本日、お車でお越しの方につきましては

駐車券のほうをお渡しいたしますので、こ

ちら終わりましたら会場内の職員のほうに

お声かけいただけますと幸いです。 

  事務局からのご連絡は以上となります。 

  半年間にわたり、闊達なご議論を頂きま

して、誠にありがとうございました。 

○原田副議長 以上で終了となります。どう

もありがとうございました。 

 

午後１２時１０分閉会 

 

 


